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INFORMATION 

【第 115 回 判例研究会】 （認定研修） 
 

今回は、相続税法３４条１項の連帯納付義務について確定手続不要と判示した昭和５５

年最高裁判決が題材です。 

【題材】最高裁判所 昭和５５年７月１日判決（昭和５３年（行ツ）第８６号） 

 会場参加では、弁護士・司法書士の先生方とも深い議論ができたり、他の税理士の考察

を聞くことができたりとおすすめです。 

 

◆日 時：令和６年１１月１９日（火）  

１８：３０～２０：３０（開場１８：１５） 

◆場 所：神奈川県弁護士会川崎支部 支部会館 （定員１５名） 

     〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町３－１ 

ＮＭＦ川崎東口ビル１１階 

     ※定員１６名です。お早目のお申込みをお願いいたします。 

     Zoom によるオンライン参加（定員 80 名） 

     ※研修日時が近くなりましたら ZoomID をご案内します。  

    ※インターネット環境が不安定な場合がございますので、 

      会場での受講をおすすめします。 

◆講 師：田中 達哉弁護士・青税 伊藤 悠介会員 

 

※状況により、開催方法の変更や延期となる可能性があります。必ず下記よりお申込

み下さい。変更となった場合は、お申込み者にご案内いたします。 

 

参加人数の把握とレジュメの送信など各種ご案内のため、 

下記 URL または右 QR コード（Google フォーム）より事前にお申し込みを 

お願いいたします。 

【申し込み期限： 11 月 15 日（金）】 

 https://forms.gle/k6iovsAgBWXTpq9v6 

上記 URL でのお申込みが難しい場合は、下記に記載のうえ、メールまたは FAX にて 

お申し込みください。 

 

氏 名                           

 

Ｅ－ＭａｉｌまたはＦＡＸ                           

 

登録支部および登録番号 支部           番号           

※税理士未登録の方は、未登録とご記載ください。 

懇親会 参加する    ・   参加しない 

※今回は懇親会の予約の関係で、参加される方は 10 月中にお申込み下さいませ。※ 

 

【申込先】 

E-Mail：kanagawaaozei.kenkyu@gmail.com ＦＡＸ：０４５－３３０－５９０７ 

研究部長 古閑 千枝 


